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令和元年度 第４回 

吹田市立留守家庭児童育成室運営業務委託事業者選定等委員会 議事要旨 

 

１ 日 時  第４回 令和元年 11月 30日（土）１３時から 1５時３０分まで 

 

２ 場 所  吹田市役所 低層棟３階 研修室 

 

３ 欠 席  なし 

 

４ 議事録 

 

～ 開会 ～ 

（事務局） 

それでは、第４回吹田市立留守家庭児童育成室運営業務委託事業者選定等委員会を開催

します。今回の案件は、育成室運営業務委託事業者選定の一次審査です。特別委員として、

公募育成室の保護者から代表して 2 名ずつ御出席いただいています。特別委員におかれま

しては、本日初めての委員会となりますので、初めに当委員会の委員を御紹介します。 

 

【各委員紹介】 

 

（事務局） 

本委員会は、委託事業者を選定・評価するという性質上、吹田市情報公開条例第 28条第

2号の規定に基づき、委員のお名前、選定事業者以外の事業者名等は公表しないものといた

します。また、委員会の議事につきましては、委員名を伏せて会議録を作成し、市のホー

ムページで公開することになりますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、配付資料の御確認をお願いいたします。 

 

【資料確認】 

 

それでは、以後の進行は委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

まずは、事業者の募集結果の報告と本日の一次審査方法等について、事務局から説明を

お願いします。 
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（事務局） 

それでは、資料１「一次審査スケジュール」を御覧ください。今回、東、山手、高野台

育成室の委託事業者を 11月１日から同月 18日まで募集したところ、６事業者から応募が

ありました。育成室ごとの事業者数は、東育成室は４、山手育成室は１、高野台育成室は

１となっています。 

本日は、一次審査として書類審査を行っていただきます。事業者が提出した事業実施計

画書と資料２の「吹田市立留守家庭児童育成室運営業務委託事業者選定に係る評価項目と

基準」に基づき、厳正な審査をお願いします。 

採点の基準についてですが、審査基準ごとに５段階評価で行います。市が直営している

育成室の運営状況を標準点（５段階評価中３）とし、応募事業者の評価を実施していただ

きます。なお、全審査項目が３の場合は、合計点が 600点です。 

採点方法についてですが、鉛筆やシャープペンシルで採点表に仮で記載いただき、最終

の見直し後、ボールペンで記載の上、事務局に御提出ください。特別委員におかれまして

は、各入室育成室分のみ一括して審査していただきます。 

審査時間についてですが、15 時までを予定しています。もう少し時間が必要な場合は、

15時 30分まで延長いたします。なお、待ち時間が発生するため、各持分の事業者の本採

点票を事務局に提出された委員から、順次御退席いただきます。その際、本採点票と合わ

せて参考資料１「一次審査スケジュール」も事務局へ御返却ください。 

なお、事業者が提出した資料の中に、一部様式外のものがありました。共通募集要領で

は、「応募及び必要な提出書類におきまして、様式第１から第５号について、別紙等ほかの

様式は認めない」と定められています。従って、様式以外の書類は審査の対象外として取

り扱いをお願いします。 

また、収支計画書等の会計に関する書類については、二次審査にて、会計に関し専門的

知識または経験を有する方が会計に関する項目として審査する対象となりますので、合わ

せて御審議お願いします。 

一次審査の説明は以上です。 

 

（委員長） 

一次審査に入る前に、一次審査の結果の通知方法と次回の二次審査の予定について、事

務局から説明お願いします。 

 

（事務局） 

一次審査の結果についてですが、事務局で集計したあと、二次審査開催通知と一緒に書

面にて御報告します。 

次回 12月８日（日）の二次審査についてですが、一次審査を通過した事業者を対象に、

本日と同じ研修室で、事業者のプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施します。時
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間は、６事業者が全て一次審査を通過した場合は、午前９時から午後６時頃までを想定し

ています。 

なお、特別委員におかれましては、一次審査と同様に各対象育成室のみの御参加となり

ますので、一次審査の結果を見て、最終的な予定を近日中に書面で御連絡します。 

お渡ししています応募書類ファイル等は８日のヒアリングの検討に使用しますので、本

日お持ち帰りいただきます。８日に回収しますので、よろしくお願いします。 

説明は以上です。 

 

（委員長） 

それでは、一次審査を開始していただきます。御質問等ありましたら、挙手していただ

ければ、事務局から説明していただきます。また、同じ育成室の特別委員さん同士の御相

談は結構ですが、育成室を越えての御相談等はしていただけませんので、よろしくお願い

します。それでは一次審査を始めてください。 

 

【各委員による審査】 

 

～ 閉会 ～ 


